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国民健康保険税

　国民健康保険（以下、国保）に加入していると、病気やけがで医療を受けるとき、保険証を提示す
れば年齢や収入などに応じた一部負担金を支払うだけで安心して医療が受けられます。この医療費の
財源になっているのが国民健康保険税です。なお、世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入
していなくても、家族の中に加入者がいた場合は、その加入者の保険税は世帯主に課税されます。

Ｑ　勤務先の健康保険に加入したのですが、国民健康保険から自動的に切り替わるのでしょうか。
Ａ　勤務先の健康保険に加入したにもかかわらず、国保の喪失手続きをしていない方が、最近多くなっています。手続きは、

本人または同一世帯員の届け出が必要です。手続きを済ませないと、国保と勤務先の健康保険の保険料（税）を二重に納
めることになってしまいます。異動があった場合は速やかに次の必要書類を持って保険年金課で手続きを行ってください。

　○他の健康保険などをやめた（国保へ加入する）とき･･･健康保険の離脱証明書、運転免許証
　○他の健康保険などに入った（国保を喪失する）とき･･･国保と健康保険の保険証

▶問い合わせ　保険年金課国保担当（内線272・273）

納　税

　市では、皆さんに納めていただいた税金により、快適で住み良いまちづくりを行っています。市民
税や固定資産税などの市税は、皆さんの生活に密着した市政の推進に欠かすことのできない重要な財
源です。市税の期限内納付にご協力をお願いします。

Ｑ　口座振替の手続きは、どのようにするのでしょうか。
Ａ　市内すべての金融機関で申し込みできます。預金通帳

と通帳印を持参し、各金融機関窓口または市役所税務課
窓口で手続きをしてください。不明な点は税務課収納担
当まで問い合わせください。

Ｑ　納税義務者と口座名義人が違っても手続きできるので
しょうか。

Ａ　口座名義人の同意があれば、どなたの口座でも振替で
きます。

Ｑ　平日に納付ができないときや、市外に転出し近くに金
融機関（銀行など）がない場合はどうすればよいので
しょうか。

Ａ　全国の郵便局の窓口・ＡＴＭで納付できる「払込取扱
票」を送付しますので、ご連絡ください。郵便局の取扱
時間であれば、土・日曜日、祝日や夜間でも納付でき
ます。手数料はかかりません。「払込取扱票」が使えな
いＡＴＭや取扱時間が限られている場合もありますので、
各郵便局に問合せください。ただし、銀行やコンビニの
ＡＴＭは利用できません。また、次のとおり夜間・休日
開庁も行っていますのでご利用ください。

【夜間納税・相談窓口】毎週火曜日 午後７時まで（祝日を除く）
【日曜納税・相談窓口】毎週日曜日 午前８時30分～正午

Ｑ　納期限までに納付できない場合どうなるのでしょうか。
Ａ　失業、事業不振、病気などのさまざまな理由によって

納付が困難な場合もあります。納付できないからといっ
てそのまま放置せずに、相談いただくことが何より大事
です。何もせずに放置しておくと、延滞金の加算や滞納
処分（差押えなど）が行われることがあります。早めに
収納担当までご相談ください。

平成22年度　市税納付期限一覧

▶問い合わせ　　税務課収納担当（内線236・237）

Ｑ　身体障害者などの減免について教えてください
Ａ　次に該当する場合は、申請することで軽自動車税が全

額減免される場合があります。 

納税通知書

○○病院

市・県民税
第１期 第２期 第３期 第４期

6月30日 8月31日 11月1日 12月27日

固定資産税
都市計画税

第１期 第２期 第３期 第４期
5月31日 8月2日 9月30日 11月30日

軽自動車税
全　期 　

5月31日 　

国民健康
保険税

第１期 第２期 第３期 第４期
8月2日 8月31日 9月30日 11月1日
第５期 第６期 第７期 第８期

11月30日 12月27日 1月31日 2月28日
第９期

3月31日 　

　○障害者および生計を一にする方が所有する軽自動車
で、もっぱら障害者の方の通院、通学または就労のた
めに使用されるもの

　○構造上、もっぱら身体障害者の利用に供するためのも
のと認められるもの（車いす移動車などの改造車）

　○公益のために使用されるもの
　※対象となる障害の区分や等級および必要書類など、詳

しくは税務課へ問い合わせください。
　※減免の申請期限は毎年納期限の7日前までです。（今

年度は５月24日（月））
　▶問い合わせ　税務課市民税担当（内線235）

種　　　類 届　出　先

125㏄以下の原付バイク・
小型特殊自動車

（農耕用トラクターなど）
税務課市民税担当13番窓口

（内線235）

軽自動車 軽自動車検査協会熊谷支所
☎574－1662

125㏄以上のオートバイ 埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所
☎050－5540－2027


